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2024年5月16日に「適正な取引に関する取組宣言」をホームページに掲載し、これ
からの社会・暮らしに安心・安全・手頃で信頼できる持続可能なエネルギーサービスを
提供し、多くの⼈々がこのエネルギーを選択できる環境づくりと適切な投資でインフラ拡
⼤することを社内外に発信しました。

適正な取引に関する取組宣言
《エネルギーサービスのビジョン》
わたしたち（株式会社ザ・トーカイ）は、これからの社会・暮らしに安心・安全・手頃で信頼できる持続可能なエネルギーサービスを提供
し、多くの⼈々がこのエネルギーを選択できる環境づくりと適切な投資でインフラ拡⼤を⾏ないます。
《取り組み》
これからの社会・暮らしに持続可能なエネルギー供給を⾏い、お客様に信頼されるサービスを提供します。そして自由な発想とチャレンジで
新たな商慣習実現に向け取り組みます。
《宣言》
わたしたちは、提供させていただくＬＰガス･新都市ガス･新電⼒・PPAをご利⽤するお客様に対し、料⾦を事前に提⽰し、安心・安全な
信頼されるエネルギー供給を⾏います。
わたしたちは、手頃で信頼できる持続可能なエネルギーを供給する為に、適切な投資を⾏い、お客様に料⾦や投資に伴う費⽤を分かり
やすく⽰し提供します。
わたしたちは、お客様が自由に様々なエネルギーや提供する企業を選択できるように、情報提供と供給契約を⾏います。
わたしたちは、弊社グループの各種商材やサービスを手頃な価格で提供し、⼈々の暮らしに社会に笑顔を届けます。
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 新規取引において、集合物件の所有者に対する設備の無償貸与・フリーメンテ
ナンスサービス等の物品の提供及びLPガス容器置き場の賃借料等の⾦銭的な
利益の提供は⼀切⾏っていません。

 取引不動産会社・建築会社に対して、集合住宅における新規取引についての
内容・条件の⾒直し交渉を⾏い、現在は設備の無償貸与・フリーメンテナンスサ
ービス等の物品の提供は⼀切⾏っていません。⼀部の取引先においては同業他
社や都市ガス・電化等の他エネルギーに流れ、失注したケースもありますが、多く
の取引先から理解を頂き、ガス消費設備や消費機器を購⼊頂いています。

 ⼾建・業務⽤物件において、ガス消費設備を建物所有者に対して貸与する場
合は、社内ルールに沿って適切な設備料⾦を設定しています。

（１）過⼤な営業⾏為の制限

全社で社内ガイドラインを策定しました。
社内ガイドラインに則り、改正省令を遵守しています。
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 2024年3月以前に賃貸住宅オーナーと締結した既存契約については、契約期
間満了までに省令改正に沿った契約を再締結します。

 ⼾建住宅における訪問販売については、強引な勧誘⾏為等の特定商取引法に
関する社内教育を定期的に従業員及び関係協⼒会社に対して実施しています
。 また、今回の省令改正に対応した料⾦の透明性を⾼めた申込書の改定を
実施し、消費者に不利益を発⽣させないよう努めています。

（１）過⼤な営業⾏為の制限
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 2025年3月末に全てのお客様に対して販売通知事項の改定をハガキ（次ペー
ジ参照）により周知し、2025年4月利⽤分より三部制料⾦を導⼊しました。

 設備料⾦については社内ルールに基づき適切な設定をしています。
 検針票のシステム対応と合わせ、新規利⽤者と締結する各種申込書・契約書
を改定し、消費者に料⾦や投資に伴う費⽤を分かりやすく⽰すことで料⾦の透
明性を⾼めています。

（２）三部料⾦制の徹底

（３）LPガス料⾦等の情報提供
 賃貸住宅への⼊居希望・予定者、不動産管理会社、賃貸住宅オーナーより物
件のLPガス料⾦の提⽰を求められた場合は、適切かつ迅速に回答しています。

 不動産管理会社向けにガス料⾦提⽰システムの開発を検討しています。



（参考）周知ハガキ文面
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 説明会や会議を通じて、省令改正の正しい理解と社内ガイドラインの正しい運
⽤を全ての従業員に対して周知徹底しています。

（１）社内研修・理解度確認

（２）管理体制（遵守の確認）
 ガス供給に係わる契約案件について、社内ワークフローにより承認・決裁を受け
なければ契約及び着工することができないフローとしています。

 社内ワークフローにおいては各部門の上位者が社内ガイドライン（省令改正）に
適合している案件のみ承認・決裁をしています。

 上記の承認・決裁ルールが遵守されているか、本社管理部門による定期調査を
実施しています。

（３）取引LPガス事業者に向けた取組
 各地区の販売店会総会・研修会にて省令改正についての情報共有・説明を定
期的に実施しています。

 三部料⾦制対応のシステム導⼊の援助を⾏いました。


